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船舶事故調査報告書 

 

令和６年３月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和５年５月１７日 ２３時０５分ごろ 

発生場所 愛媛県松山
まつやま

市下
しも

二
ふた

子
ご

島南東岸  

油
あぶら

トリ瀬
せ

灯標から真方位１４２°１.５海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°５７.３′ 東経１３２°３１.９′） 

事故の概要 貨物船第七弘
こう

栄
えい

丸は、北東進中、干出浜に乗り揚げた。 

第七弘栄丸は、左舷船尾部船底外板の破口等を生じた。 

事故調査の経過 令和５年５月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 第七弘栄丸、１９８トン 

 １３５２６８、芙蓉海運株式会社（Ａ社） 

 ５５.９２ｍ×９.４０ｍ×５.４０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成１０年７月１５日 

 乗組員等に関する情報 船長 ６７歳 

四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日  平成１１年７月５日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成３１年３月８日 

  免状有効期間満了日  令和６年７月４日 

 死傷者等 なし 

 損傷 左舷船尾部船底外板に破口及び凹損、船首部船底外板に凹損及び擦過

傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：波向 北東、波高 約１.５ｍ、海上 平穏、潮汐 下げ潮の

中央期、潮高 約１９８cm（松山） 

 事故の経過 本船は、船長ほか３人が乗り組み、空船で、令和５年５月１７日 

１５時４０分ごろ阪
はん

神
しん

港神
こう

戸
べ

区に向け、関門
かんもん

港田
た

野
の

浦
うら

区を出港した。 

本船は、船長が、単独で船橋当直につき、操舵スタンドの前に立

ち、自動操舵により、山口県周防
す お う

大島
おおしま

町沖
おき

家
か

室
むろ

島南東方沖から下二子

島南西方沖に向かい、約８～９ノットの対地速力で北東進していた。 

船長は、周防大島町片
かた

島南東方沖において、船首方（下二子島の約

１.６Ｍ手前）に水深１７ｍの浅所（以下「本件浅所」という。）があ
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るので、ＧＰＳプロッターとの重畳機能のあるレーダー画面を確認し

ながら、同画面に表示された推薦航路線の左側に出ないよう自動操舵

の針路を設定するダイヤルを少し左に回し、本件浅所を右舷側に十分

に離すような設定針路とした。 

船長は、本船が少し左転して船首線が本件浅所と十分に離れる針路

となったことを確認し、また、本船を追い越して船首方に離れた船舶

以外には他船が認められないので安心し、船橋後部側の棚に寄りか 

かった後、いつしか居眠りに陥り、下二子島手前で東北東方に右転す

る転針予定場所を通過して同島東部に向かって航行を続け、２３時 

０５分ごろ同島南東岸の干出浜に乗り揚げた。 

船長は、少し衝撃を感じて目が覚めた後、すぐに主機の警報音が鳴

り、電源喪失状態になったので、周囲を確認して乗り揚げたことを認

識し、警報音を聞いて昇橋した乗組員に船体の被害等を確認するよう

に指示した。 

船長は、機関長から、機関室が浸水している旨の報告を受けたの

で、機関室船首側の予備発電機を起動させ、本事故の発生をＡ社に報

告するとともに海上保安庁に通報した。 

本船は、翌日にＡ社が手配したタグボートにより離礁し、同タグボ

ートに横抱きされて広島県江
え

田
た

島
じま

市小
こ

用
よう

港に運ばれ、破口箇所等に対

する応急修理が行われた後、後日広島県大崎
おおさき

上島
かみじま

町大西
おおにし

港に移動され

て廃船処理された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

その他の事項 本船の喫水は、船首約１.５ｍ、船尾約３.２ｍであった。 

本船の船橋には、船橋航海当直警報装置（製品名は「操船支援装

置」、以下「本件警報装置」という。）が設置され、船橋前部右舷側の

天井部分に設置されていた熱線センサーが船橋当直者の動作を設定時

間内（最大１０分）に検知しない場合、警報が作動するようになって

いたが、本事故当時、警報は作動しなかった。 

なお、Ａ社は、本船を廃船処理とする前に本件警報装置の熱線セン

サーの設定時間を確認することができなかったが、所有船舶の船橋航

海当直警報装置の熱線センサーの設定時間については１０分にするよ

うにしていた。 

船長は、居眠りに陥った後、本事故発生までの間、本件警報装置の

検知範囲内にいたものの、身体が動いて、本件警報装置の熱線センサ

ーがその動きを検知し、警報が作動しなかったのではないかと本事故

後に思った。（図１参照） 
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図１ 本件警報装置の設置場所及び本事故発生前の船長の位置 

 

船長は、健康状態は良好であり、本事故の２日前に鹿児島県志
し

布
ぶ

志
し

市志布志港に１泊停泊し、休養をとっていたが、本事故当日、０７時

３０分ごろ関門港田野浦区に着岸し、揚げ荷役を行い、出港後も休憩

を十分に取ることができなかったので、軽い疲労を感じていた。 

船長は、本事故前、眠気を感じていなかったものの、追い越し船が

離れて周囲に航行の支障となる船舶を認めず、本船を少し左転させて

船首方にあった本件浅所と十分に離れる針路となったことを確認して

安心し、棚に寄り掛かり、楽な姿勢になったので、気が緩み、居眠り

に陥ったのではと本事故後に思った。 

船長は、眠気を感じたときは、船橋のドアを開けて換気を行うよう

にしていたが、本事故前は、眠気を感じていなかったので、船橋のド

アは開けていなかった。 

分析  

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

  

あり 

なし 

なし 

本船は、下二子島南西方沖を、自動により北東進中、単独で船橋当

直についていた船長が居眠りに陥り、同島手前の転針予定場所を通過

したことに気付かずに、同島に向かって航行を続けたことから、同島

南東岸の干出浜に乗り揚げたものと推定される。 

船長は、関門港における荷役及び同港の出港操船からの連続の船橋

当直による軽い疲労を感じていた状態で、周囲に航行の支障となる船

舶を認めず、本船を少し左転させて船首方にある本件浅所と十分に離

れる針路となったことを確認して安心し、棚に寄り掛かり、楽な姿勢

になったことから、気が緩み、居眠りに陥ったものと考えられる。 
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本件警報装置は、船長が居眠りに陥った後、熱線センサーの設定時

間内に船長の身体の動きを検知し、警報が鳴らなかった可能性がある

と考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、下二子島南西方沖を、自動操舵により北

東進中、単独で船橋当直についていた船長が居眠りに陥り、同島手前

の転針予定場所を通過したことに気付かずに、同島に向かって航行を

続けたため、同島南東岸の干出浜に乗り揚げたものと推定される。 

再発防止策 Ａ社は、本事故後、所有船舶に、口頭により本事故の概要を通知す

るとともに、船橋当直者に当直中の居眠りを防止するように注意喚起

を行った。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直者は、当直中は、眠気を感じていなくても、身体を動か

したり、窓を開放して外気に当たったり、コーヒーを飲んだりす

るなど居眠りを防止する措置を採ること。 

・船舶所有者、船長及び船橋当直者は、船橋航海当直警報装置の作

動状況を確認し、設定時間（休止時間）はなるべく短くするこ

と。 

・船舶所有者、船長及び船橋当直者は、運輸安全委員会ホームペー

ジの居眠り防止に関するダイジェスト版などの資料を参考にする

こと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口県 

本船の航跡（推定） 

大分県 
愛媛県 

広島県 

油トリ瀬灯台 

推薦航路線 

片島 

二神島 

事故発生場所 

（令和５年５月１７日 

２３時０５分ごろ発生） 

本件浅所 

本船が予定して 

いた針路 

下二子島 

クダコ水道 

松山市 

船長が本件浅所の西方に自動操舵の

針路設定を行った場所 

周防大島町 
愛媛県 

山口県 

沖家室島 

下二子島 


